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未来に向かって環境のトータルアドバイザー
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環境省の検討会にて低濃度PCB廃棄物の期限内処理に関
する取組が不十分である指摘を受け 中小規模の所有事、
業者を対象にした 低濃度PCB含有電気機器等の調査方法「
適正処理に関する手引き案 に対するバブリックコメ・ ( )」

。( )ント募集が行われています 概要は次ページ参照

<自家用電気工作物の調査手順>

、 。(※)使用中の電気機器の確認では感電のおそれがあるため電気工事業者等に依頼し てから実施下さい必ず停電し

変圧器･コンデンサ－に使用された絶縁油中および塗膜くず等汚染物
中のPCB濃度分析についてのお問い合わせは下記担当者まで

分析部 池田博一、入野一人

富士市本市場422の１ TEL 0545-61-8402 FAX 0545-63-9654



低濃度PCB含有電気機器等の
調査方法・適正処理に関する手引き（案）

 製造後30年以上経過した古い電気機器の絶縁油は、PCBにより汚染されて
いる可能性があります。

 こうした機器のうちPCB濃度が0.5mg/kg(=ppm)を超え5,000mg/kg以下
のものは低濃度PCBにより汚染された機器に該当します。これらを廃棄す
る場合は、低濃度PCB廃棄物としてPCB特措法において令和9年(2027年)3
月31日までに処分しなければなりません。すみやかに施設内の電気設備
や倉庫等を総点検し、該当電気機器がないか確認してください。

 微量PCB汚染の可能性がある電気機器には、自家用電気工作物の変圧器や
電力用コンデンサー等の他に、電気溶接機、Ｘ線照射装置、昇降機、分電
盤、モーターなどに付属又は内蔵する低圧コンデンサーがあります。

 出荷時点において微量PCB汚染の可能性がある電気機器の製造時期は次の
とおりです。まず電気機器の銘板情報等から製造年を確認し、メーカーに
問い合わせるか、採油可能な機器は採油してPCB濃度を測定してくださ
い。

絶縁油の交換が可能な変圧器等 ：平成5年(1993年)以前
絶縁油封じ切り機器（コンデンサー等）：平成2年(1990年)以前

 また、将来的に廃棄される予定の低濃度PCB廃棄物も含め、PCB特措法に
従って管轄の自治体に届出をお願いします。なお、使用中の自家用電気工
作物がPCBに汚染されたものであった場合は、電気事業法の電気関係報告
規則に従って管轄の産業保安監督部に届出をしてください。

※低濃度PCB廃棄物には、PCBを染料の溶剤に使用した感圧複写紙、PCBを塗料の可塑剤に使用し
た鋼製橋梁等の塗膜くず、廃油を拭き取ったウエス（雑巾）等のPCB汚染物、PCB廃油等もあり
ますが、本手引きは、微量のPCBに汚染された絶縁油を含む電気機器に限定して調査方法等を説
明したものとなります。

※調査方法の詳細は「低濃度PCB含有電気機器等の調査方法・適正処理に関する手引き（技術者向
け詳細版）」を参照してください。
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